
 

 

平成 29年度事業計画について 

（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日まで） 

 

１．知的障害者専門相談事業 

  兵庫県手をつなぐ育成会へ相談室の開設を委託し、専門相談を行う。 

  ・知的障害者専門相談室 原則週 2回（曜日は変動） 10：00～16：00 

 

２．施設等助成金交付 

各施設に対し保険加入事務手続き等の事務費を助成する。 

【 助成基準 】 

1） 兵庫県生活サポート協会加入者数  5名以上 年間  3,000円 

2）    同       加入者数 10名以上 年間  5,000円 

3）    同       加入者数 30名以上 年間  7,000円 

4）    同       加入者数 50名以上 年間 10,000円 

             （加入者数は前年度末の加入者数とする。） 

 

 

３．地域生活支援事業 

① 各支部の活動費を助成（会員間の研修と交流） 

各支部が実施する研修会・講演会・会員相互の交流イベント等の開催に対し助成する。 

ただし、飲食のみの交流事業は助成対象外とする。 

地域生活支援事業助成金・・・1支部 限度額 50,000円（年間） 

② 兵庫県手をつなぐ育成会と研修を共催 

 

③ 兵庫県手をつなぐ育成会や全国手をつなぐ育成会連合会の研修会等へ参加 

 

 

４．就労に関する相談・支援に関する事業   

① 兵庫県手をつなぐ育成会と研修を共催 

・障害基礎年金の学習会の開催 予定校：４校 

 

② 兵庫県手をつなぐ育成会や全国手をつなぐ育成会連合会の研修会等へ参加 

・第 61回兵庫県知的障害者福祉大会 （たつの市）平成 29年 10月 26日（木） 

・第 4回全国手をつなぐ育成会連合会全国大会北海道大会（札幌市） 

平成 29年 9月 23（土）・24日（日）  
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５．権利擁護事業 

新 ① 権利擁護委員会の設置運営 

兵庫県サポート協会と兵庫県手をつなぐ育成会関係者等で構成する委員会を設置し、 

差別解消法や虐待防止に向けた連絡調整や研修等を行う。 

 

新 ② 権利擁護事業助成制度 

兵庫県サポート協会各支部が地域の関係団体と連携して実施する権利擁護事業に対し 

助成する。 

・助成団体：兵庫県サポート協会各支部（年間 3団体） 

・助成事業：権利擁護や成年後見制度等についての研修会など 

・助 成 額：1団体あたり年間 150,000円以内 

・参加対象：兵庫県サポート協会会員・施設関係者等 

 

新 ③ 「高齢化対策冊子」（仮称）の購入・配布 

・作 成  全国手をつなぐ育成会連合会 

・配布先  施設関係者他 

・配布数  250部 

 

④ 兵庫県手をつなぐ育成会と研修を共催 

 

⑤ 兵庫県手をつなぐ育成会や全国手をつなぐ育成会連合会の権利擁護セミナー等へ参加 

 

 

 

６．機関誌の発行 

活動状況を広く情報提供するため、機関誌を発行する。 

① 発行回数・・・年 1回（8月） 

② 機関誌発送作業 予定支部 

平成 29年 8月・・・上郡町 支部 

 

7．理事会・総会等の開催 

① 理事会   年 3回 

② 総 会   年 2回 

③ 三役会   年 6回 

④ その他    

 

8．関係規程の整備 
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